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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読影レポートの定型文を含む定型文情報が記憶された記憶手段と、
　医用画像を解析し、前記医用画像になされた前記解析の種類を示す解析種別を含む解析
情報と前記医用画像の解析結果を示す情報とを出力する解析手段と、
　前記解析手段によって解析された医用画像に係る前記解析情報に基づいて、前記記憶手
段に記憶された定型文情報から当該医用画像に対応する定型文を特定する定型文特定手段
と、
　前記定型文特定手段によって特定された前記定型文が含まれる読影レポートを作成する
レポート作成手段と、を備え、
　前記レポート作成手段は、
　前記定型文特定手段によって特定された前記定型文における置換可能部の位置を特定す
る置換可能部特定部と、
　特定された前記定型文の特定された前記置換可能部を、前記解析結果を示す情報で置換
する置換部と、を有する、
　読影レポート作成支援装置。
【請求項２】
　前記定型文特定手段は、前記解析手段によって解析された医用画像に係る前記解析情報
と、当該医用画像に付帯された撮影情報とに基づいて、当該医用画像に対応する定型文を
特定する、
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　請求項１に記載の読影レポート作成支援装置。
【請求項３】
　前記記憶手段には、前記解析情報と前記撮影情報と前記定型文情報とが対応付けられて
記憶され、
　前記定型文特定手段は、前記解析手段によって解析された医用画像に係る前記解析情報
と、当該医用画像に付帯された撮影情報とに対応付けられた定型文情報に含まれる定型文
を、前記医用画像に対応する定型文として特定する、
　請求項２に記載の読影レポート作成支援装置。
【請求項４】
　前記レポート作成手段は、定型文種別判定部をさらに有し、
　前記定型文種別判定部は、予め定められた前記置換可能部が前記特定された定型文に含
まれているか否かを判別し、前記定型文種別判定部により当該定型文に前記置換可能部が
含まれていると判別された場合、前記置換部は前記解析結果を示す情報で当該置換可能部
を置き換える、
　請求項１に記載の読影レポート作成支援装置。
【請求項５】
　前記記憶手段には、過去に解析された医用画像の解析結果を示す解析履歴情報が、前記
定型文特定手段によって特定された前記定型文を含む定型文情報と対応付けて記憶され、
　前記定型文特定手段は、前記解析手段によって解析された医用画像の解析結果を示す情
報と前記記憶手段に記憶された前記解析履歴情報との比較を行い、当該比較した結果に基
づいて、前記解析履歴情報に対応付けられた定型文情報に含まれる定型文を、前記医用画
像に対応する定型文として特定する、
　請求項１または２に記載の読影レポート作成支援装置。
【請求項６】
　前記記憶手段には、過去に解析された医用画像の解析結果を示す解析履歴情報が記憶さ
れ、
　前記定型文特定手段は、前記解析手段によって解析された医用画像の前記解析結果と、
当該医用画像に対応する前記解析履歴情報とから当該医用画像の変化の傾向を検出し、当
該医用画像の変化の傾向を示す情報を、前記特定した定型文に含ませる、
　　請求項１または２に記載の読影レポート作成支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、読影レポート作成支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　読影レポートは、医用画像などに基づいて画像診断が行われた際に、その所見がレポー
トとしてまとめられたものである。この読影レポートの作成を支援する装置として、例え
ば、読影レポート作成支援装置が挙げられる。
【０００３】
　医用画像は、例えばＸ線コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）や磁気共鳴イメージング装
置（ＭＲＩ）などの医用画像撮影装置により被検者が撮影されることで取得される。撮影
された医用画像は医用画像保管装置に保管される。
【０００４】
　医用画像撮影装置には、医用画像保管装置及び読影レポート作成支援装置がネットワー
クで接続される。
【０００５】
　医用画像保管装置には、撮影された医用画像が保管される。読影医は、読影レポート作
成支援装置を用いて医用画像保管装置から医用画像を取得し、医用画像に対する所見をレ
ポートの所見欄に入力する。なお、読影レポートを、「報告書」又は単に「レポート」と
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いう場合がある。
【０００６】
　読影レポートは、典型的には読影医により読影レポート作成支援装置に手動で情報が入
力されることで作成される。読影レポート作成支援装置の中には、この作成を支援する機
能を有するものがある。この機能の一例として、定型文入力機能が挙げられる。定型文入
力機能は、所見欄に入力される定型文を選択可能にする機能である。定型文入力機能は、
例えば、所見欄に入力されることが多い定型文が予め登録されており、その登録された定
型文が読影医により選択されることで用いられる。
【０００７】
　読影医は、被検者検査時における情報や、画像操作時における情報（以下、これら情報
をまとめて「検査時等の情報」という場合がある。）を参照して所見を作成する。読影医
は定型文の種類を選択するときに、検査時等の情報を参照して定型文を選択し、この定型
文に基づいて所見を作成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１８６８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、選択された定型文の候補が複数ある場合、その中から、所見に該当する
内容の定型文を選択する作業は煩雑であった。そのため、その作業に膨大な時間を費やし
ていた。
【００１０】
　実施形態は、上記の課題を解決するものであり、読影レポートの作成に要する時間を短
縮することが可能な読影レポート作成支援装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、実施形態の読影レポート作成支援装置は、記憶手段と、解
析手段と、定型文特定手段と、レポート作成手段とを備える。記憶手段には、読影レポー
トの定型文を含む定型文情報が記憶されている。解析手段は、医用画像を解析し、医用画
像になされた解析の種類を示す解析種別を含む解析情報と医用画像の解析結果を示す情報
とを出力する。定型文特定手段は、解析手段によって解析された医用画像に係る解析情報
に基づいて、記憶手段に記憶された定型文情報から当該医用画像に対応する定型文を特定
する。レポート作成手段は、特定された定型文が含まれる読影レポートを作成する。レポ
ート作成手段は、定型文特定手段によって特定された定型文における置換可能部の位置を
特定する置換可能部特定部と、特定された定型文の特定された置換可能部を、解析結果を
示す情報で置換する置換部とを有する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る読影レポート作成支援装置の構成を含む画像診断システム
を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態の読影レポート作成支援装置の詳細な構成を示すブロック図。
【図３】第１の実施形態の読影レポート作成支援装置を用いて読影レポートを作成する処
理の流れの一例を示したフローチャート。
【図４】画像ビューワを示す図。
【図５】図４の一部を拡大した図。
【図６】画像ビューワに表示された医用画像の計測の一例を示した図。
【図７】画像ビューワに表示された定型文リストを示す表。
【図８】完成した定型文が貼付けられた医用画像が示された画像ビューワを示す図。
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【図９】画像ビューワに表示された読影レポートの一例を示した図。
【図１０】第１の実施形態の読影レポート作成支援装置によって、読影レポートを作成す
る処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１１】定型文情報テーブルの一例を示した表。
【図１２】第２の実施形態の読影レポート作成支援装置の機能的構成を示すブロック図。
【図１３】第２の実施形態の読影レポート作成支援装置によって、読影レポートを作成す
る処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１４】第２の実施形態の読影レポート作成支援装置によって、読影レポートを作成す
る処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１５】使用定型文情報テーブルの一例を示した表。
【図１６】第３の実施形態の読影レポート作成支援装置の機能的構成を示すブロック図。
【図１７】第３の実施形態の読影レポート作成支援装置によって、読影レポートを作成す
る処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１８】第３の実施形態の読影レポート作成支援装置によって、読影レポートを作成す
る処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１９】側わん症を発症した脊椎を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜第１の実施形態＞
［読影レポート作成支援装置］
　この実施形態による読影レポート作成支援装置１０について図面を参照して説明する。
【００１４】
〔全体構成〕
　図１は、第１の実施形態による読影レポート作成支援装置１０を含む画像診断システム
１を示す機能ブロック図である。
【００１５】
　図１に示すように、画像診断システム１は、読影レポート作成支援装置１０の他に、必
要に応じて、医用画像保管装置（ＰＡＣＳ；Ｐｉｃｔｕｒｅ Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ ａｎｄ
 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）２、医用画像参照装置３、レポートサーバ
４、クライアント端末５、ウェブサーバ６、病院情報システム（ＨＩＳ；Ｈｏｓｐｉｔａ
ｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）７、情報管理システム（ＲＩＳ；Ｒａｄｉｏ
ｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）８、及び、医用画像撮影装置９を備え
ることができる。これらは、ネットワークで相互に接続される。
【００１６】
　画像診断システム１において患者の診断を行う場合の処理の流れの一例を以下に示す。
まず、診療科医師が患者の容態を勘案しながらＨＩＳ７の端末で、検査依頼（検査オーダ
ー）を発行する。この検査オーダーは電子化され、ネットワークでＲＩＳ８に伝達される
。撮影技師は、ＲＩＳ８の端末で検査オーダーを確認し、医用画像撮影装置９で患者を撮
影する。この撮影により、医用画像が生成される。生成された医用画像は、医用情報の標
準通信規格であるＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｍａｇｉｎｇ ａｎｄ ＣＯｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）の規格に従って医用画像保管装置２に転送され、
保管及び管理される。
【００１７】
　読影医は、医用画像保管装置２から特定の医用画像を取得して医用画像参照装置３で観
察する。読影医は、この観察とともに読影（医用画像に写っている所見のスクリーニング
作業）を行い、その読影時の結果をまとめた読影レポート（報告書）を作成する。読影医
は、診療科医師により示される検査目的を中心に読影を行い、検査目的に対する応答文を
記載する。読影医は、検査目的に関連する内容以外にも、医用画像に写っている病変につ
いて気づいたことを記載する。従って、読影レポートの所見欄に記入された文章の中には
、検査目的に対する応答文以外の文章も記載される。作成された読影レポートはレポート
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サーバ４に保管される。読影レポート及び医用画像を読み出すためのリンク情報は、例え
ば、院内画像参照システムを構成するウェブサーバ６に保管される。この場合、読影レポ
ートを読み出す指示がなされると、ウェブサーバ６が参照され、読影レポートがレポート
サーバ４から読み出され、対応する医用画像（キー画像）が医用画像保管装置２から読み
出される。
【００１８】
　読影医は、読影レポート作成支援装置１０を用いて読影レポートを作成する。読影レポ
ート作成支援装置１０の詳細については後述する。
【００１９】
　診療科医師を含む利用者は、院内に設置されているＨＩＳ７の端末あるいはクライアン
ト端末５からウェブブラウザを用いて、医用画像保管装置２やウェブサーバ６にアクセス
する。この操作によって、医用画像保管装置２、レポートサーバ４、ウェブサーバ６など
に保管された医用画像及び読影レポートを、利用者が簡便に参照することができる。
【００２０】
　次に、読影レポート作成支援装置１０の構成について、図１を参照して説明する。
【００２１】
　読影レポート作成支援装置１０の制御構成は、記憶部１１と、解析部１２と、定型文特
定部１３と、レポート作成部１４とを少なくとも含む。
【００２２】
　読影レポート作成支援装置１０は、読影レポート作成時において定型文を用いようとす
るときに特定情報（後述）の組み合わせに基づいて定型文を抽出する機能（定型文パター
ン抽出機能）を有する。この機能は、定型文特定部１３が記憶部１１に記憶された情報（
後述）を適宜参照して実行される。特定情報は読影レポート作成時に参照されるキーワー
ドである。
【００２３】
　また、読影レポート作成支援装置１０は、読影レポート作成時に、計測結果、解析結果
などを、選択された定型文に自動で入力する機能（解析結果等自動入力機能）を有する。
なお、この計測結果、解析結果などは、例えば、表示部１６に表示された画像に基づき、
解析部１２による計測、解析などが行われることによって取得される。読影レポート作成
支援装置１０は、さらに、医用画像に選択された定型文を読影レポート等に貼り付ける機
能（読影レポート作成機能）を有する。これら機能はレポート作成部１４により実行され
る。
【００２４】
　読影レポート作成支援装置１０は、上記に挙げた機能のうち少なくとも２つが組み合わ
された機能を有してもよい。その機能は、例えば、定型文パターン抽出機能と、読影レポ
ート作成機能とが組み合わされた機能である。
【００２５】
〔読影レポート作成支援装置の機能的構成〕
　図２は、この実施形態による読影レポート作成支援装置１０の機能的構成の一例を示す
ブロック図である。
【００２６】
　図２に示すように、この実施形態の読影レポート作成支援装置１０は、記憶部１１と、
解析部１２と、定型文特定部１３と、レポート作成部１４と、制御部１５と、表示部１６
と、操作部１７とを含んで構成される。
【００２７】
　《記憶部１１》
　記憶部１１には、特定情報と、定型文情報と、対応情報とが予め記憶されている。なお
、記憶部１１には、これら情報の他、医用画像が予め記憶されていてもよいし、医用画像
保管装置２、レポートサーバ４、ウェブサーバ６などから読み出された医用画像が一時的
に保管されていてもよい。記憶部１１は、記憶手段の一例に相当する。
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【００２８】
　　（特定情報）
　特定情報は、医用画像が取得されたときの画像取得情報、解析情報（計測情報、診断支
援情報等）、患者の身体情報、既往歴の情報などの患者のカルテ情報を含む。特定情報は
、定型文の特定と、定型文における特定の文字列等の置換とに用いられる。なお、特定情
報は、読影レポート作成時に参照されるキーワードとして用いられる場合がある。
【００２９】
　画像取得情報は、例えば、医用画像が取得されたときの撮影情報を含む。撮影情報は、
医用画像診断装置などによって取得された医用画像にかかる情報である。撮影情報は、例
えば、医用画像の取得に用いられたモダリティの種別、取得された医用画像における被検
体の部位の種別等を含む。そのモダリティの種別としては、被検者の撮影画像を取得可能
な医用画像診断装置であればどのようなものであってもよく、各種のモダリティが適宜選
択される。そのモダリティの種別の具体例として、Ｘ線診断装置、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波
診断装置などが挙げられる。モダリティの種別を示す情報には、撮影方向（撮影断面の方
向）の情報が含まれてもよい。また、被検体の部位の種別としては、被検者の身体の少な
くとも一部を示すものであればどのように種別されていてもよい。被検体の部位の種別の
具体例として、身体全体、頭部（脳、口腔、骨（頭蓋骨、頚椎など）など）、頸部（食道
、骨（頚椎など）など）、胸部（心臓、肺などの臓器、骨（脊椎、肋骨、胸骨など）など
）、腹部（胃、肝臓などの臓器、骨（腰椎、寛骨など）など）、脚部（大腿骨などの骨、
膝などの関節など）、腕部（腕骨などの骨、腕などの関節など）が挙げられる。なお、撮
影情報それぞれは、１回の撮影にかかる撮影情報に限られず、複数の撮影にかかる撮影情
報で構成された１組の撮影情報も含む。
【００３０】
　解析情報は、後述の解析部１２による解析結果、解析種別（計測種別）、解析態様（計
測態様）、文字（診断支援情報等）を含む。解析結果には計測結果が含まれる。計測結果
は、医用画像中において所定の領域が計測された結果であり、例えば、距離、面積、角度
などの数値情報で示される。解析種別は医用画像になされた解析の種類を示す情報である
。解析種別は、例えば、文字、数値、記号、これらを含む文字列などにより示される。解
析部１２による解析結果が数値で示される場合として、以下の例に示すものが挙げられる
。第１の例として、医用画像の少なくとも一部の領域を示す数値が挙げられる。第２の例
として、この数値に基づく解析結果（数値、診断支援情報等の文字列）が挙げられる。計
測態様は、上記所定の領域において、計測結果を得るための計測形式である。例えば、計
測種別「距離」を計測する場合、その計測は計測態様「縦」及び計測態様「横」で行われ
る。
【００３１】
　　（定型文情報）
　定型文情報は、読影レポートを作成するための定型文を含む。以下、定型文情報とは、
１以上の定型文を読み出すための参照情報（定型文ＩＤ等）、または、定型文そのものを
含む情報を示す。定型文情報は、読影レポートを作成するための定型文を少なくとも１つ
含んでいればよいが、定型文を複数含んでいることが望ましい。また、定型文情報は、例
えば、所定の情報で置き換え可能な置換可能部を備えた定型文を有する。所定の情報は、
例えば、文字、数値、記号、及びこれらを含む文字列などである。この場合、置換可能部
も文字列であるが、置換可能部は特定の文字列（特定の記号等）により構成される。この
記号の具体例として「〇」、「●」、「△」、「▲」、「□」、「■」、「◇」、「◆」
等が挙げられる。特定の記号は、文字列で置換が可能であれば上記に挙げたものに限定さ
れるものではなく、各種の文字、画像等であってもよい。また、この場合に用いられる文
字は、所見、コメント等の記載に用いない種類のものであることが望ましい。また、置換
可能部は、空白部であってもよく、この空白部に、例えば、文字、数値、記号、これらを
含む文字列などが挿入されることによって、定型文が補完される。
【００３２】
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　また、定型文情報には、過去に選択された定型文あるいは２以上の定型文の組み合わせ
が含まれていてもよい。過去に選択された定型文としては、例えば、読影レポート作成支
援装置１０において過去に選択されたものが挙げられる。この選択は、手動によるもので
も、自動によるものでもよい。また、定型文情報には、複数の定型文で構成された定型文
グループが含まれていてもよい。
【００３３】
　　（対応情報）
　対応情報は、特定情報と定型文情報とを対応付ける情報である。対応情報は、複数の特
定情報の組み合わせと定型文とを対応付けてもよい。一例として、対応情報は、特定情報
における解析種別（計測種別；計測距離等）と、定型文の種別（定型文ＩＤ等）とを対応
付ける。対応情報としては、例えば、定型文の種別と特定情報との対応関係が行列形式で
表現された情報テーブル（図１１参照）などが挙げられる。この情報テーブルは、例えば
、定型文情報と、少なくとも１つの特定情報とを含んで構成される。
【００３４】
　また、対応情報は、例えば、特定情報に対応する２以上の定型文に関する過去の選択結
果を示す情報を含んでもよい。過去の選択結果としては、例えば、読影レポート作成支援
装置１０において過去に選択された定型文の組み合わせが挙げられる。この選択結果は、
手動で選択されたものであっても、自動で選択されたものであってもよい。また、対応情
報は、特定情報と、複数の定型文で構成された定型文グループとが対応付けられていても
よい。
【００３５】
　次に図２を参照して記憶部１１の具体的構成例を示す。記憶部１１は、例えば、医用画
像記憶部１１ａと、撮影情報記憶部１１ｂと、対応情報記憶部１１ｃと、定型文情報記憶
部１１ｄと、解析情報記憶部１１ｅと、履歴情報記憶部１１ｆとを含む。
【００３６】
　　（定型文情報記憶部１１ｄ、履歴情報記憶部１１ｆ）
　定型文情報記憶部１１ｄには、例えば、上記に挙げたような定型文情報が少なくとも記
憶される。履歴情報記憶部１１ｆには、読影レポート作成支援装置１０における操作履歴
、制御履歴などの履歴情報が記憶される。履歴情報は、読影レポート作成支援装置１０に
おいてされた操作、制御の内容である。その具体例として、読影レポート作成支援装置１
０において定型文が医用画像上に貼付けされた場合について述べる。この場合、履歴情報
には、過去に定型文特定部１３において特定された定型文情報、この定型文の医用画像上
の貼付位置（画面上の座標など）の情報（貼付位置の履歴情報）、貼付された医用画像に
かかる情報（撮影情報（撮影履歴情報）など）、計測種別等の解析情報（解析履歴情報）
、貼付された医用画像の読影にかかる情報（読影履歴情報）などが含まれる。
【００３７】
　　（撮影情報記憶部１１ｂ、解析情報記憶部１１ｅ、対応情報記憶部１１ｃ）
　撮影情報記憶部１１ｂには、例えば、上記に挙げたような撮影情報が少なくとも記憶さ
れる。また、解析情報記憶部１１ｅには、上記に挙げたような解析結果（計測結果）及び
解析種別（計測種別）を含む解析情報が記憶される。また、患者の身体情報、既往歴など
の患者のカルテ情報を記憶する記憶部が設けられていてもよい。また、対応情報記憶部１
１ｃには、例えば、上記に挙げたような対応情報が記憶される。また、対応情報記憶部１
１ｃは、例えば、撮影情報記憶部１１ｂと解析情報記憶部１１ｅとを含んで構成されても
よい。この場合、対応情報記憶部１１ｃには、定型文情報と、撮影情報及び解析情報と、
これら情報の対応関係が統合された対応情報とが記憶される。
【００３８】
　《解析部１２》
　解析部１２は、医用画像を解析する機能を有する。解析部１２は、例えば、医用画像の
少なくとも一部を計測又は解析して解析情報（計測結果又は解析結果等）を生成する。出
力される計測結果又は解析結果は、例えば、計測距離、計測角度等の数値情報、あるいは
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診断支援情報を生成するための情報である。また解析結果には、計測位置や計測範囲と、
解析種別（計測種別）とが関連付けられる。解析部１２は、医用画像に対して計測結果と
しての解析情報を生成する場合、あるいは計測結果に基づき診断支援情報を生成する場合
、次に説明する計測部１８により計測結果が求められる。解析部１２は、解析手段の一例
に相当する。
【００３９】
　計測部１８は、表示部１６に表示された医用画像中の所定の領域を計測する。この計測
により、例えば、この表示画面に表示された被検体の画像から所望の範囲における情報を
得ることができる。この情報は、例えば、距離、面積、角度などを示す数値情報である。
計測部１８は、制御部１５を介して、操作部１７などによって操作される。また、計測部
１８は、読影レポート作成支援装置１０の外部に設けられてもよい。また、計測部１８は
、読影レポート作成支援装置１０とは別個に設けられた制御手段、操作手段によって操作
されていてもよい。
【００４０】
　図２に示すように解析部１２は、計測部１８の他、解析結果出力部１２ａと、解析種別
特定部１２ｂとを含んで構成される。解析結果出力部１２ａは、解析部１２による医用画
像の解析結果又は計測結果を、定型文特定部１３、レポート作成部１４などに出力する。
【００４１】
　解析種別特定部１２ｂは、解析部１２によって医用画像が解析された場合における解析
種別（計測種別）を特定し、定型文特定部１３、レポート作成部１４などに出力する。こ
の解析種別は医用画像になされた解析の種類を示す情報である。解析種別は、例えば、文
字、数値、記号、これらを含む文字列などにより示される。解析部１２による解析結果が
数値で示される場合として、以下の例に示すものが挙げられる。第１の例として、医用画
像の少なくとも一部の領域を示す数値（計測結果）が挙げられる。第２の例として、この
数値（計測結果）に基づく解析結果（数値）が挙げられる。これに対し、解析結果が、数
値以外で示される場合の例としては、診断支援情報等の文字列が挙げられる。
【００４２】
　一例として、被検体における所定の部位の大きさ、幅、間隔、深度、指定部位の角度な
どが計測された場合、解析部１２（計測部１８）が計測結果として求めた数値を解析結果
出力部１２ａが出力する。また、解析種別特定部１２ｂが距離、面積、体積、角度などの
解析種別（計測種別）を特定して出力する。
【００４３】
　他の例として、解析部１２により上記の計測結果が解析されて診断支援情報等の解析結
果が生成された場合、解析結果出力部１２ａは、文字、文字列で示される診断支援情報等
の解析結果を出力する。また所定部位における疾患名、進行度合い等の状態、疾患の有無
など解析種別（計測種別）が解析種別特定部１２ｂにより特定されて出力される。この解
析の具体例としては、上記の計測結果が、予め設定された閾値を超える場合に「不良」な
どの文字列、超えない場合に「良」などの文字列を出力することが挙げられる。
【００４４】
　《定型文特定部１３》
　定型文特定部１３は、対応情報に基づいて定型文を特定し、必要に応じてレポート作成
部１４に出力する機能を有する。定型文の特定は次のように行われる。定型文特定部１３
は、医用画像又は被検体に関する特定情報に基づき、記憶部１１に記憶された対応情報を
参照し、対応する定型文を特定する。一例として、定型文特定部１３は、医用画像に付帯
された撮影情報と対応情報とに基づいて定型文情報（定型文又は定型文ＩＤ）を特定する
。他の例として、定型文特定部１３は、解析部１２などから出力された計測種別と対応情
報とに基づいて定型文を特定してもよい。また他の例として、定型文特定部１３は、撮影
情報及び計測種別と対応情報とに基づいて定型文を特定してもよい。
【００４５】
　定型文特定部１３は、定型文の特定の他、上記定型文グループ又は過去に選択された定
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型文（定型文の組み合わせ）を特定してもよい。あるいは、これらを示す識別情報（定型
文ＩＤ等）が特定されてもよい。定型文特定部１３によって１つの定型文グループが特定
される場合、この定型文グループから１つの定型文が選択され、レポート作成部１４に出
力される。この選択は、読影者によるか又は自動で行われる。選択を自動で行う処理は、
後述する定型文選定部１３ａによって行われる。
【００４６】
　他の例として、定型文特定部１３は、患者の固有の情報としての特定情報と、対応情報
に含まれる過去の定型文の選択結果を示す情報に基づいて、過去に選択した定型文の特定
処理を行ってもよい。あるいは、定型文ＩＤ等の識別情報が特定された場合、その識別情
報に基づいて定型文が特定される。この場合、定型文特定部１３は、定型文特定手段の一
例に相当する。
【００４７】
　定型文特定部１３は、定型文選定部１３ａを含んで構成される。定型文選定部１３ａは
、定型文特定部１３で定型文が２以上特定された場合に、この２以上の定型文から１つの
定型文を選定する。例えば、定型文選定部１３ａは、前回の計測結果をレポートサーバ４
等から取得する。さらに定型文選定部１３ａは、脳室３１１の縦の距離Ａの値及び横の距
離Ｂの値と、前回の計測値とを比較して、定型文リスト３５０から定型文を選択する。こ
のようにして、定型文特定部１３は、特定された１つの定型文あるいは複数のうちから選
定された１つの定型文をレポート作成部１４に出力する。
【００４８】
　ただし、上記構成に限られず、例えば、表示制御部１５ａによって、２以上の定型文が
表示された後、操作部１７によってこの２以上の定型文のうちの１つが選択されるように
構成されていてもよい。この場合、当該操作部１７による選択は、制御部１５を介して行
われる。
【００４９】
　《レポート作成部１４》
　レポート作成部１４は、特定された定型文のうちの所定の箇所を置換可能部として特定
し、その置換可能部の情報を所定の情報で置換する。これにより、読影レポートが作成さ
れる。つまり、レポート作成部１４は、定型文特定部１３から入力された定型文を含めて
読影レポートなどを作成する機能を有する。所定の情報は、例えば、解析部１２により取
得された解析結果の情報である。定型文の特定は、解析種別特定部１２ｂから出力された
解析種別と対応情報とに基づいて行われる場合がある。これにより、医用画像に対応する
定型文が特定される。これら処理は、以下に説明する各部により実行される。なお、レポ
ート作成部１４は、「レポート作成手段」の一例に相当する。
【００５０】
　レポート作成部１４は、定型文種別判定部１４ａと、置換可能部特定部１４ｂと、置換
部１４ｃと、レポート生成部１４ｄとを含んで構成される。定型文種別判定部１４ａは、
入力された定型文に置換可能部が存在するか否かを判定する。置換可能部は、前述したよ
うに、定型文において文字、数値、記号、これらを含む文字列を置換可能な部分である。
一例として、この判定は、定型文に付帯して記憶された付帯情報に基づいて行われる。他
の例として、定型文がスキャンされることで、この定型文を構成する文字列が特定された
後に、特定された各文字列に基づいてこの判定が行われる。ここで、定型文種別判定部１
４ａは「判定手段」の一例に相当する。定型文種別判定部１４ａは、付帯情報又はスキャ
ンに基づいて、定型文における置換可能部の位置を特定してもよい。その場合、後述する
置換可能部特定部１４ｂは省略される。また、置換可能部の位置を特定する構成の定型文
種別判定部１４ａ、又は置換可能部特定部１４ｂは「特定手段」の一例に相当する。
【００５１】
　レポート作成部１４は、定型文をレポートに貼り付けて読影レポートを完成する読影レ
ポート作成機能を有する。レポート作成部１４において作成された読影レポートは、医用
画像と、診断に必要な文字列情報とを少なくとも含む。この定型文は、例えば、読影レポ
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ートのうち所見が記入される所見記入部に文字列として貼り付けられることで所見文の少
なくとも一部を構成する。また、この定型文は、アノテーションが設けられた医用画像に
、アノテーション内の文字列として貼り付けられることでコメントの少なくとも一部を構
成してもよい。
【００５２】
　また、アノテーションの選定、このアノテーションの表示部における表示位置の決定は
、医用画像の解析が行われる前に行われてもよい。この場合、例えば、撮影情報、解析部
１２から出力された医用画像の解析位置、解析範囲などから、アノテーションの選定、こ
のアノテーションの表示位置の決定などがなされる。この一例として、ＣＴによる脳横断
面画像の読影において脳室の大きさが計測された場合について述べる。レポート作成部１
４は、まず、撮影情報から、撮影種別（モダリティ）であるＣＴ横断面、撮影部位である
脳を特定する。次に、レポート作成部１４は、解析部１２から、解析位置及び解析範囲の
情報を受けて、医用画像における脳室の位置と範囲を特定する。これら情報から、レポー
ト作成部１４は、アノテーションを設ける画面上の位置、アノテーションの大きさなどを
特定する。この場合、レポート作成部１４は、読影レポートに添付して表示される脳横断
面画像の脳室を指し示すようにしてアノテーションを設ける。この場合、定型文は、所見
記入部及びアノテーション内の両方に文字列として貼り付けられてもよい。
【００５３】
　　（定型文種別判定部１４ａ）
　定型文種別判定部１４ａは、定型文に置換可能部が含まれないと判定すると、この定型
文をレポート生成部１４ｄに出力する。これに対し、置換可能部が含まれると判定された
場合、定型文種別判定部１４ａは、置換可能部を有する定型文を置換可能部特定部１４ｂ
に出力する。置換可能部特定部１４ｂは、定型文種別判定部１４ａから受けた定型文に含
まれる置換可能部の位置を特定する。置換可能部特定部１４ｂは、置換部１４ｃに特定し
た置換可能部の位置情報などを出力する。
【００５４】
　定型文種別判定部１４ａは、例えば、定型文特定部１３に含まれてもよい。この場合、
定型文種別判定部１４ａは、レポート作成部１４に対して判定結果を出力する。
【００５５】
　　（置換可能部特定部１４ｂ）
　置換可能部特定部１４ｂは、解析種別特定部１２ｂから出力された解析種別（計測種別
）に基づき置換可能部の位置を特定する。この特定は、例えば、解析種別と記憶部１１に
記憶された対応情報とに基づいて行われる。この場合、対応情報には、定型文における置
換可能部の位置（置換可能部が定型文における何文字目かを示す情報等）と解析種別（計
測種別）との対応関係が含まれている。具体例として、解析結果が計測距離を示す数値情
報である場合、置換可能部特定部１４ｂは、この定型文における置換可能部の位置を特定
する。また、置換可能部特定部１４ｂは、解析種別に基づいて解析情報から解析結果（計
測結果等）を抽出する。さらに、置換可能部特定部１４ｂは、上記特定された置換可能部
を構成する文字列を、抽出された解析結果で置換する。
【００５６】
　定型文の置換可能部が１つ（１群）である場合、予め記憶された定型文の置換可能部は
、例えば、解析種別（計測種別）により決定される。これに対し、定型文の置換可能部が
複数（複数群）である場合、置換可能部は、解析種別（計測種別）に加えて解析態様（計
測態様）に基づき決定される。
【００５７】
　他の例として、置換可能部特定部１４ｂは、定型文に付帯して記憶された置換可能部の
情報（置換可能部が定型文における何文字目であるかを示す情報等）に基づいて、計測距
離に対応する部分を特定する。詳細な具体例は、後述する図１１の説明において記載する
。ここでは一例として、定型文に付帯された情報において、「定型文の１０文字目に置換
可能部「〇〇」が１つある。この置換可能部には角度が入力される。」と設定されている
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場合を挙げる。この場合、置換可能部特定部１４ｂは、この付帯情報に基づいて、解析部
１２から入力された解析情報から、この置換可能部に対応する角度を示す計測結果を抽出
する。その結果、この置換可能部は、置換可能部特定部１４ｂにより抽出された角度の計
測結果に置換される。
【００５８】
　また、他の例として、付帯された情報において、「定型文の１０文字目に第１の置換可
能部「〇〇」があり、１５文字目に第２の置換可能部「〇〇」がある。これら置換可能部
にはそれぞれ距離が入力される。第１の置換可能部（１群目）には縦の距離、第２の置換
可能部（２群目）には横の距離が入力される。」と設定されている場合を挙げる。この場
合、置換可能部特定部１４ｂは、この付帯情報に基づいて、解析部１２から入力された解
析情報から、この置換可能部に対応する距離を示す計測結果を、計測態様（縦,横）に応
じて抽出する。つまり、「距離の計測」という計測種別に応じた計測結果（数値情報）が
、置換可能部特定部１４ｂにより計測態様「縦」及び計測態様「横」という形式でそれぞ
れ抽出される。置換可能部特定部１４ｂは、この抽出結果として、第１の置換可能部に対
応する縦に相当する距離の数値情報と、第２の置換可能部に対応する横に相当する距離の
数値情報とを置換部１４ｃに出力する。その結果、後述する置換部１４ｃにより、第１の
置換可能部が、縦に相当する距離の数値情報に置き換えられ、第２の置換可能部が、横に
相当する距離の数値情報に置き換えられる。
【００５９】
　　（置換部１４ｃ）
　定型文種別判定部１４ａにより、定型文に置換可能部が含まれると判定された場合、置
換部１４ｃにより、置換可能部を構成する記号等が置換される。置換可能部を構成する記
号等は、解析部１２から出力された解析結果（計測結果）である文字、数値、記号、これ
らを含む文字列によって自動的に置換される。また、置換可能部は、文字等が表示されな
い空白部であってもよい。この場合、この空白部が、文字列で埋められることで補完され
定型文が完成する。
【００６０】
　すなわち、置換部１４ｃは、定型文に含まれる置換可能部を、解析結果出力部１２ａよ
り出力された解析結果で置換して、この定型文をレポート生成部１４ｄに出力する。具体
的に、置換部１４ｃは、この置換可能部を構成する文字列を、解析結果を構成する文字列
で置換する。また、置換部１４ｃは、置換可能部特定部１４ｂから受けた、置換可能部を
構成する文字列の位置情報に基づいて、定型文の該当する位置に前述の置換を行う。
【００６１】
　レポート生成部１４ｄは、定型文と、医用画像とを受けて、これらを含んだ読影レポー
トを生成する。生成された読影レポートは、レポートサーバなどに出力されるとともに、
必要に応じて表示部１６に表示される。この読影レポートの生成は、所定の操作、例えば
、生成ボタンを押すことによって開始されてもよいし、前述の定型文の完成に続いて自動
的に開始されてもよい。
【００６２】
　このように、レポート作成部１４に備えられた解析結果等自動入力機能により、入力さ
れた定型文に含まれる置換可能部が特定される。例えば、レポート作成部１４に入力され
た定型文が、文字、数値、記号、これらを含む文字列を置換可能な置換可能部を含む場合
、解析結果等自動入力機能により、その定型文には置換可能部が含まれると判定される。
さらに、解析結果等自動入力機能により、この置換可能部の定型文における位置、範囲な
どが特定される。解析結果等自動入力機能は、定型文に含まれる置換可能部に、対応する
計測結果を自動的に置換する。解析結果等自動入力機能により、例えば、この定型文の置
換可能部に対して、解析部１２から出力された文字、数値、記号、これらを含む文字列な
どが、特定された置換可能部の位置、範囲において自動的に置換される。これにより、医
用画像の読影の際に、計測、解析を伴っても、計測、解析の結果を所見欄などに入力する
必要がない。そのため、読影の際の解析結果を含む読影レポートの作成効率が飛躍的に高



(12) JP 6510196 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

まる。
【００６３】
　《制御部１５》
　制御部１５は、読影レポート作成支援装置１０の主制御部である。制御部１５は、例え
ば、解析部１２、定型文特定部１３、レポート作成部１４、表示部１６などを制御する。
制御部１５は、表示制御部１５ａを含んでいる。表示制御部１５ａは、レポート生成部１
４ｄから受けた読影レポートの情報に基づいて、読影レポートを表示部１６の表示画面に
表示させる。ここで、表示制御部１５ａは表示制御手段の一例に相当する。
【００６４】
　《表示部１６》
　表示部１６は、画像が表示可能に構成された表示画面を有するものであればどのような
ものであってもよい。表示部１６は、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＯＬＥＤ、電気泳動型デ
ィスプレイなどが挙げられる。ここで、表示部１６は表示手段の一例に相当する。
【００６５】
　《操作部１７》
　操作部１７は、読影レポート作成支援装置１０を操作可能に構成されたものであればど
のようなものであってもよく、各種の入力機器を必要に応じて使用することができる。操
作部１７は、例えば、マウス、トラックボール、トラックパッド、デジタイザなどのポイ
ンティングデバイス、キーボードなどが挙げられる。操作部１７を用いて計測部１８の操
作がなされる場合、例えば、上記に挙げたポインティングデバイスによるドラッグ操作に
よって、画面上において距離の計測がなされる。また、このポインティングデバイスは、
例えば、表示部１６に備えられたタッチパネル、タッチスクリーンなども含む。ここで、
操作部１７は操作手段の一例に相当する。
【００６６】
［読影レポート作成支援装置の動作］
　次に、図３～図９を参照し、読影レポート作成支援装置の動作について説明する。図３
は、読影レポート作成支援装置１０を用いて、読影レポートを作成する処理の流れを示し
たフローチャートである。
【００６７】
　図４は、画像ビューワ３００を示す図である。読影レポート作成支援装置１０は、ウェ
ブサーバ６などから医用画像を取得し、この医用画像を表示部１６の表示画面に、例えば
、図４に示すような画像ビューワ３００を用いて表示する。画像ビューワ３００には、医
用画像３１０と、メニュー３２０とが少なくとも表示されている。医用画像３１０は、人
間の頭部の横断面像を示している。この医用画像には脳室３１１の像が含まれている。
【００６８】
　図５は、図４の一部を拡大した図である。図５には、メニュー３２０が示されている。
図５に示すように、解析種別（計測種別）の選択は、例えば、画像ビューワ３００に表示
されたメニュー３２０から、解析に用いるアノテーション処理の選択をすることによって
行われる。また、このアノテーション処理においてアノテーションが付された医用画像の
位置から、この医用画像に付される定型文の位置を特定することもできる。この場合、定
型文の位置は、例えば、アノテーションと同じ位置、アノテーション近傍の位置等に設定
される。これにより、アノテーション処理と同時に、定型文貼付位置を設定することがで
きる。この場合。「距離」が選択されるので、「距離」の文字が反転表示されている。
【００６９】
　アノテーションは、具体例として、図形（丸、四角、直線、矢印等）が挙げられる。ま
た、アノテーションは、読影レポート作成機能により、医用画像に貼り付けられたコメン
ト等の文字（判定結果等）、計測結果（距離、角度等）も含む。また、このアノテーショ
ン処理の実施前に、例えば、画像ビューワ３００に表示された図示しない定型文アイコン
をクリックすることで、定型文情報記憶部１１ｄから定型文情報を読み出してもよい。
【００７０】
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　操作者は、操作部１７を用いて、表示部１６の画像ビューワ３００に表示されたメニュ
ー等から、解析種別（計測種別）を選択する（ステップＳ００１）。解析種別の選択は、
メニュー表示された複数の解析種別（計測種別）から、医用画像の読影用途に応じた適切
な解析種別（計測種別）を選択することで行われる。次に、ステップＳ００１において設
定された計測種別に基づいて、表示画面に表示された医用画像の計測を行う（ステップＳ
００２）。この計測は、例えば、操作部１７を用いた操作を介して選択された範囲に対し
て、計測部１８によって行われる。また、この計測は、計測部１８において、パターンマ
ッチング等の画像処理を行うことで自動的に行われてもよい。
【００７１】
　図６は、画像ビューワ３００に表示された医用画像の計測の一例を示した図である。こ
の図は、計測部１８によって、脳室３１１の距離（大きさ）が計測された場合を示してい
る。図６に示すように、画像ビューワ３００には、計測に使用されたアノテーション３３
０と、計測結果３４０とが表示されている。アノテーション３３０は矢印の形状を有し、
その長さが距離を示している。画像ビューワ３００における表示から、操作者は、脳室３
１１の縦の距離Ａが１２ｃｍ、横の距離Ｂが１３ｃｍであることを把握することができる
。
【００７２】
　解析部１２は必要に応じて計測結果の解析を行い、この解析結果が解析結果出力部１２
ａから出力される。また、解析結果は、解析部１２において解析がされなかった場合に解
析結果出力部１２ａから出力された計測結果を含む。この場合、解析結果出力部１２ａは
、解析部１２に入力された計測結果を解析結果としてそのまま出力する。
【００７３】
　次に、定型文特定部１３は、定型文情報記憶部１１ｄに記憶された定型文情報から定型
文を特定し、特定された定型文のリストを表示画面に表示する（ステップＳ００３）。定
型文特定部１３は、例えば、医用画像に付帯された撮影情報と、記憶部１１に記憶された
対応情報とに基づいて定型文を特定する。
【００７４】
　図７は、画像ビューワ３００に表示された定型文リスト３５０を示す表である。図７に
示すように、この表においては、定型文タイトルに定型文内容が対応付けられている。定
型文タイトルには、撮影情報のうちの少なくとも撮影部位の情報が含まれている。定型文
特定部１３は、読影中の医用画像の撮影情報である「人間の頭部横断面像」の情報に基づ
いて、定型文リスト３５０から「脳」、「脳室」等を含む定型文タイトルを特定する。定
型文特定部１３は、さらに、計測された計測種別（距離）から、「脳室の大きさの計測」
に関連する定型文タイトルを特定する。この定型文タイトルに基づいて、１以上の定型文
が特定される。
【００７５】
　次に、定型文選定部１３ａは、この定型文リスト３５０から、該当する定型文を１つ選
択する。この定型文は、例えば、ステップＳ００２の処理においてなされた解析結果に基
づいて選択される。定型文選定部１３ａは、例えば、脳室３１１の縦の距離Ａの値及び横
の距離Ｂの値と、前回の計測値とを比較して、定型文リスト３５０から定型文を選択する
。図７に示した、脳室３１１は前回の計測値と大きな変化がなかったので、定型文リスト
３５０から「脳室の大きさも●●ｃｍ×●●ｃｍで、前回と変化なく、拡大傾向ではない
」という定型文が選択される。
【００７６】
　次に、置換部１４ｃは、ステップＳ００３において選定された定型文の置換可能部を、
ステップＳ００２において取得された計測結果で置換することで、この定型文を完成させ
る。レポート作成部１４は、完成された定型文を表示画面に表示された医用画像上に貼付
する（ステップＳ００４）。
【００７７】
　図８は、完成された定型文３６０が貼付けられた医用画像３１０が示された画像ビュー
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ワ３００を示す図である。完成された定型文３６０は、画像ビューワ３００においてアノ
テーション３３０の近傍の位置に表示されている。定型文３６０は、定型文リスト３５０
から選ばれた定型文に含まれる記号「●●ｃｍ×●●ｃｍ」が、脳室３１１の縦の距離Ａ
の値及び横の距離Ｂの値で置換されて完成されたものである。この「●」は置換可能部に
相当し、縦の距離Ａ、横の距離Ｂの値は、ある計測種別の計測態様に対応する計測結果に
相当する。ステップＳ００３からＳ００４に至る処理は図１０を用いて詳述する。
【００７８】
　この医用画像に対する定型文の貼付け処理が行われると、レポート作成部１４は、この
定型文情報と、貼付位置とを履歴情報記憶部１１ｆ等の記憶装置に出力する（ステップＳ
００５）。記憶装置は、これら情報を記憶する。貼付位置とは、表示画面に表示された医
用画像に貼り付けられる位置である。この場合、レポート作成部１４は、例えば、医用画
像の撮影情報、計測の計測種別、解析の解析種別なども履歴情報記憶部１１ｆ等の記憶装
置に出力する。これにより、履歴情報記憶部１１ｆ等の記憶装置には、定型文情報、貼付
位置情報などと対応する医用画像の情報、計測情報などがデータセットとして記憶される
。また、ステップＳ００４からステップＳ００５に至る処理は、例えば、同時に行われて
もよい。
【００７９】
　次に、レポート生成部１４ｄは、読影レポートの生成を行い、生成された読影レポート
を表示部１６の表示画面に表示する（ステップＳ００６）。さらに、レポート生成部１４
ｄは、生成された読影レポートをレポートサーバ４などに出力する。読影レポートは、例
えば、患者情報記入欄、及び少なくとも１つの所見欄を含む。読影レポートは、必要に応
じて、詳細レポート欄、経過レポート欄、少なくとも１つのキー画像欄、検査情報欄など
を含んでもよい。
【００８０】
　図９は、画像ビューワ３００に表示された読影レポート４００の一例を示した図である
。図９に示すように、読影レポート４００は、患者情報記入欄４１０、所見欄４２０を含
んでいる。所見欄４２０には、医用画像上に貼り付けたものと同じ定型文が表示されてい
る。この定型文は、ハイパーリンク機能を有している。このハイパーリンクを選択するこ
とにより連携している医用画像が、画像ビューワ３００内に表示される。
【００８１】
　次に、定型文の検索から、完成後の定型文の医用画像上への表示までの処理の流れにつ
いて詳しく説明する。図１０は、読影レポート作成支援装置１０によって、読影レポート
を作成する処理の流れの一例を示したフローチャートである。図１０に示すように、この
フローチャートは、図３に示したフローチャートのステップＳ００３からステップＳ００
４の間における処理の詳細を示している。なお、このフローチャートにおけるステップＳ
００３Ａでは、上記のステップＳ００３で使用したテーブル（対応情報；図７）と異なる
テーブル（対応情報；図１１）を用いて定型文を特定する。
【００８２】
　まず、図３に示したフローチャートのステップＳ００１～Ｓ００２の処理を行う（ステ
ップＳ００１～Ｓ００２）。
【００８３】
　定型文特定部１３は、撮影情報、計測種別に対応した定型文を定型文情報記憶部１１ｄ
から読み出す（ステップＳ００３Ａ）。定型文特定部１３は、例えば、撮影情報に基づい
て対応情報記憶部１１ｃにおける対応情報を参照して、定型文情報記憶部１１ｄにおける
定型文を特定する。また、対応情報記憶部１１ｃは、前述したように、撮影情報記憶部１
１ｂ、定型文情報記憶部１１ｄ及び解析情報記憶部１１ｅを含んで構成されてもよい。こ
の場合、対応情報記憶部１１ｃには、例えば、定型文情報、撮影情報、解析種別（計測種
別）及びこれら対応情報が含まれる定型文情報テーブルが予め記憶される。この定型文情
報テーブル５００は、対応情報の一例に相当する。
【００８４】
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　図１１は、定型文情報テーブル５００の一例を示した表である。図１１に示すように、
この表には、定型文情報として定型文ＩＤ、定型文タイトル及び定型文内容が示されてい
る。また、定型文情報テーブル５００には、撮影情報としてモダリティ及び撮影部位が示
されている。また、定型文情報テーブル５００には、解析種別（計測種別）が示されてい
る。定型文情報テーブル５００では、定型文情報と、対応する撮影情報及び計測種別とが
１行に表示され、これが定型文ごとに列方向に配列されている。行方向、列方向の表示は
、必要に応じて適宜順番を変えることができる。
【００８５】
　定型文情報テーブル５００を用いた定型文の特定の一例を以下に示す。まず、図４に示
すようなＭＲＩで撮影された人間の頭部の横断面像を含む医用画像が取得される。次に、
操作者による操作に基づいて、この医用画像に含まれる脳室に相当する所定の範囲（縦方
向及び横方向；計測態様ごと）が設定される。計測部１８は、設定範囲のそれぞれにおけ
る距離の計測を行う。解析結果出力部１２ａは、その計測態様ごとの計測結果を含む解析
情報を定型文特定部１３及びレポート作成部１４に出力する。
【００８６】
　定型文特定部１３は、医用画像の撮影情報（例えば、モダリティがＭＲ、撮影部位が脳
）を受けると、定型文情報テーブル５００から定型文ＩＤ１２３４、定型文ＩＤ１２３５
、及び定型文ＩＤ１２０１を特定する。定型文特定部１３は、さらに、解析情報を受ける
と、それに含まれる解析種別（距離）に基づき、特定された定型文から定型文ＩＤ１２３
４及び定型文ＩＤ１２３５を選択する。定型文特定部１３は、このようにして、定型文Ｉ
Ｄ１２３４及び定型文ＩＤ１２３５に対応する定型文を、この医用画像の読影に対応する
定型文として特定する。
【００８７】
　次に、定型文特定部１３は選択された定型文が１つであるか複数であるか判定する（ス
テップＳ００３Ｂ）。このとき、定型文が複数である場合にはステップＳ００３Ｄに進む
（ステップＳ００３Ｂ：ＹＥＳ）。ステップＳ００３Ｄにおいて、定型文選定部１３ａは
、それら複数の定型文から、該当する１つの定型文を選定する（ステップＳ００３Ｄ）。
定型文選定部１３ａは、例えば、表示部１６に表示された複数の定型文を含む定型文リス
トから、該当する定型文を１つ選定する。あるいは、定型文特定部１３によって、定型文
ＩＤ１２３４及び定型文ＩＤ１２３５が特定されている場合、定型文選定部１３ａの替わ
りに操作者が、医用画像の所見等に基づいて定型文ＩＤ１２３４を特定してもよい。
【００８８】
　ステップＳ００３Ｂの判定において、定型文が１つであればステップＳ００３Ｃに進む
（ステップＳ００３Ｂ：ＮＯ）。選定された定型文はレポート作成部１４に出力される。
定型文種別判定部１４ａは、入力された定型文に置換可能部が含まれるか否かを判定する
（ステップＳ００３Ｃ）。この判定は、例えば、ステップＳ００２で取得された解析種別
（計測種別）に基づいて行われてもよいし、入力された定型文に予めタグ付けされている
情報（付帯された情報）によって行われてもよい。
【００８９】
　ステップＳ００３Ｃの判定において、定型文に置換可能部が含まれると判定される場合
、置換可能部特定部１４ｂは、定型文における置換可能部の位置を特定する（ステップＳ
００３Ｃ：ＹＥＳ、ステップＳ００３Ｅ）。置換可能部特定部１４ｂは、例えば、解析種
別特定部１２ｂから出力された解析種別（計測種別）に基づき対応情報を参照して、定型
文における置換可能部の位置を特定する。
【００９０】
　置換可能部の位置の特定の他の例として、置換可能部の手動による指定が挙げられる。
この特定は、例えば、操作部１７による操作入力に基づいて行われる。例えば、操作部１
７を構成するポインティンデバイスは、表示部１６に表示された定型文に含まれる特定の
記号などをクリックし選択することで、置換可能部を特定する。
【００９１】
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　また、置換可能部の位置の特定は、例えば、置換可能部特定部１４ｂによって自動で行
われる。この特定の一例として、定型文を構成する文字列を順にスキャンする方法が挙げ
られる。この定型文のスキャン中に置換可能部に該当する部分が見つかった場合、その部
分の定型文における位置が特定され、その位置情報を出力する。
【００９２】
　具体例として、「脳室の大きさは〇〇×〇〇である。」という定型文において、置換可
能部の位置が特定される場合について述べる。この定型文における記号「〇」は、置換可
能部に該当する。置換可能部特定部１４ｂは、定型文を構成する文字列の最初の文字から
順にスキャンを行う。置換可能部特定部１４ｂは、文字列の８番目の文字が〇であると認
識する。「〇」は置換可能部に該当する記号であるので、置換可能部特定部１４ｂは、こ
の文字列の８番目の文字が置換可能部であると特定する。置換可能部特定部１４ｂは、文
字列の８番目を意味する「８」を一時記憶する。置換可能部特定部１４ｂは、このスキャ
ンを続け文字列の９番目の文字が〇であると認識する。置換可能部特定部１４ｂは、同様
にこの文字列の９番目の文字が置換可能部であると特定する。置換可能部特定部１４ｂは
、文字列の９番目を意味する「９」を一時記憶する。置換可能部特定部１４ｂは、このス
キャンを続け文字列の１０番目の文字が「×」であると認識する。「×」は置換可能部に
該当する記号ではないので、置換可能部特定部１４ｂは、この定型文の１０番目の文字が
置換可能部ではないと特定する。置換可能部特定部１４ｂは引き続きスキャンを行うこと
で、この定型文の１１番目と１２番目の文字が置換可能部であると判定する。置換可能部
特定部１４ｂは、文字列の１１番目を意味する「１１」と、文字列の１２番目を意味する
「１２」とを一時記憶する。置換可能部特定部１４ｂは、このスキャンを終了した後に、
この定型文に含まれる置換可能部の位置の情報を出力する。置換可能部特定部１４ｂは、
この定型文に含まれる置換可能部の位置を示す１次元配列データ（位置データ）である［
８，９］、［１１，１２］を出力する。
【００９３】
　この例において、［８，９］に対応する定型文の部分を第１の置換可能部、［１１，１
２］に対応する定型文の部分を第２の置換可能部とする。置換可能部特定部１４ｂは、第
１の置換可能部の後の文字が特定の文字である場合、置換可能部を置換する解析結果の種
別を特定することもできる。例えば、第１の置換可能部の次の文字が「×」の場合、置換
可能部特定部１４ｂは、この第１の置換可能部に対応する解析種別を距離と特定する。こ
のとき、置換可能部特定部１４ｂは、この定型文に第２の置換可能部が含まれると特定す
る。また、例えば、第１の置換可能部の次の文字が「°」の場合、置換可能部特定部１４
ｂは解析結果に対応する解析種別を角度と特定する。角度は、例えば、画像ビューワ３０
０に示された頭蓋骨から眼窩までの角度等が挙げられる。このとき、置換可能部特定部１
４ｂは、この定型文に第２の置換可能部が含まれないと特定する。置換可能部に置換され
る情報としての解析結果、及びその解析種別は、置換部１４ｃに出力される。
【００９４】
　また、上記の方法では、置換可能部特定部１４ｂによって特定の文字列（「○」等）を
置換可能部として特定しているが、実施形態はこれに限られない。例えば、定型文におけ
る所定の位置、所定の範囲に配置された空白部を特定する方法が挙げられる。
【００９５】
　次に、置換部１４ｃは、置換可能部を構成する文字列を、解析結果の文字列で置換する
ことで定型文を完成させる（ステップＳ００３Ｆ）。解析結果は、解析結果出力部１２ａ
から出力されたものである。完成された定型文は、レポート生成部１４ｄに出力される。
レポート生成部１４ｄは、完成された定型文を医用画像に貼付する（ステップＳ００４）
。また、ステップＳ００３Ｃの判定において定型文に置換可能部が含まれないと判定され
た場合、この定型文は完成された定型文としてレポート生成部１４ｄに出力され、医用画
像に貼付けられる（ステップＳ００３Ｃ：ＮＯ、ステップＳ００４）。
【００９６】
　以降は、図３に示したフローチャートのステップＳ００５～Ｓ００６で説明した処理を
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行う（ステップＳ００５～Ｓ００６）。
【００９７】
　ステップＳ００４～Ｓ００６の処理は、例えば、自動で行なわれるようにしてもよいし
、操作部１７等の操作に基づいて手動で行なわれるようにしてもよい。読影レポートの作
成を手動で行う場合の一例を以下に示す。まず、ステップＳ００４の直前に自動処理が停
止される。このとき、表示画面には医用画像と、その医用画像と別の欄に完成された定型
文とが表示されている。次に、操作者は表示画面に表示された医用画像上において、定型
文を貼り付ける位置を設定する。次に、操作者は表示画面に表示された定型文の貼り付け
ボタンを押して、設定された位置に定型文を貼り付ける。このように、ステップＳ００４
の処理の開始を手動とすることにより、読影レポートを完成する前に、操作者による読影
レポートのチェックを行うことができる。これにより、読影レポートの作成段階で、医用
画像に対する所見の誤りなどを修正することができる。
【００９８】
＜変形例＞
　次に、この実施形態の変形例に掛かる読影レポート作成支援装置１０について説明する
。この読影レポート作成支援装置１０における対応情報には、定型文の識別情報と置換可
能部の有無との対応関係が含まれる。この対応情報は、例えば、図１１に示される定型文
情報テーブル５００である。定型文種別判定部１４ａは、定型文特定部１３から入力され
た定型文の識別情報と、記憶部１１に記憶された対応情報とに基づいて、この定型文に置
換可能部が含まれるか否かを判定してもよい。
【００９９】
　また、定型文種別判定部１４ａは、この解析種別（計測種別）と、記憶部１１に記憶さ
れた対応情報とに基づいてこの定型文に置換可能部が含まれるか否かを判定してもよい。
この場合、定型文種別判定部１４ａには、定型文（又は定型文ＩＤ）とともに解析部１２
から解析種別（計測種別）が入力される。また、対応情報には、解析種別（計測種別）と
置換可能部の有無との対応関係が含まれているものとする。
【０１００】
［読影レポート作成支援装置の作用、効果］
　この実施形態の読影レポート作成支援装置１０は、読影レポートの作成の際に操作者に
よる文字の入力が無くても、医用画像を含む読影レポートを自動で生成させることができ
る。読影レポートは、読み出された医用画像の撮影情報、この医用画像に対する解析の解
析種別（計測種別）に基づいて特定された定型文が、読影レポートを構成する医用画像や
所見欄に自動的に貼り付けられる。この定型文に、数値等の文字列で置換が可能な置換可
能部が含まれる場合、この置換可能部は、計測部１８において計測された計測結果、ある
いは解析部１２で生成された解析結果の内容に置換される。置換後の定型文が、読影レポ
ートを構成する医用画像や所見欄に自動的に貼り付けられる。つまり、医用画像に対する
計測の操作によって、この計測の結果を含む定型文が自動的に生成され、この定型文が読
影レポートを構成する医用画像や所見欄に自動的に貼り付けられる。
【０１０１】
　これにより、読影者が表示画面に表示された医用画像を読影する場合、この読影時の計
測結果等に基づいて自動的に所見文（コメント）が生成され、この所見文が読影レポート
に自動的に貼り付けられる。そのため、読影者がこの計測結果等について所見文を作成す
る手間を省くことができる。また、この計測結果等に関するコメントの記入漏れを少なく
することができる。このように、所見文が自動的に読影レポートに貼り付けられるので、
読影者が読影レポートを作成するときの負担を軽減することができる。その結果、医用画
像の読影、計測及び読影レポートの作成という複数の作業を一度に行うことが容易となる
。また、医用画像上に表示されたアノテーションの近傍に、このコメントを表示させるこ
とで、医用画像を計測した位置と、その計測結果の所見をわかりやすくすることができる
。また、所見文の構成の統一がとれるので、読影依頼者が読みやすい読影レポートを作成
することができる。
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【０１０２】
＜第２の実施形態＞
［読影レポート作成支援装置］
　この実施形態による読影レポート作成支援装置１０について図面を参照して説明する。
【０１０３】
〔全体構成〕
　この実施形態の読影レポート作成支援装置１０を少なくとも含む画像診断システム１は
、第１の実施形態と同様に構成することができる。
【０１０４】
〔読影レポート作成支援装置の機能的構成〕
　図１２は、この実施形態による読影レポート作成支援装置１０の機能的構成の一例を示
すブロック図である。
【０１０５】
　図１２に示すように、この実施形態の読影レポート作成支援装置１０において、定型文
特定部１３は定型文選択履歴取得部１３ｂを含んで構成されており、解析部１２は解析履
歴取得部１２ｃを含んで構成されている。この実施形態の読影レポート作成支援装置１０
の上記以外の構成は第１の実施形態と同様である。
【０１０６】
　定型文選択履歴取得部１３ｂは、履歴情報記憶部１１ｆから過去に定型文特定部１３に
おいて特定された定型文情報を取得する。定型文選択履歴取得部１３ｂは、取得した定型
文情報を、必要に応じて定型文選定部１３ａに出力する。定型文選択履歴取得部１３ｂで
取得された定型文情報には、例えば、この定型文情報に対応する医用画像情報、撮影情報
、患者情報などの情報が予め付帯されてもよい。
【０１０７】
　解析履歴取得部１２ｃは、過去に解析部１２においてなされた医用画像に対する解析の
履歴（以下、「解析履歴情報」と呼ぶ場合がある）を、履歴情報記憶部１１ｆから取得す
る。解析履歴取得部１２ｃは、取得された解析履歴情報を必要に応じて定型文選定部１３
ａに出力する。この解析履歴情報は、例えば、計測履歴情報が含まれる。この解析履歴情
報には、解析種別（計測種別）、解析（計測）位置（アノテーション貼付位置）などの情
報が予め付帯されてもよい。
【０１０８】
　定型文選定部１３ａは、定型文情報及び解析履歴情報と、対応情報とに基づいて定型文
を選定する。ここで、対応情報とは、解析履歴情報と定型文情報とを対応付ける情報であ
る。この対応情報は、記憶部１１に予め記憶されている。以下に、定型文選定部１３ａに
より定型文を選定する具体例を示す。定型文選定部１３ａは、読影する医用画像の撮影情
報、解析種別（計測種別）と、過去に選択された定型文に対応する医用画像の撮影情報、
解析種別（計測種別）とを比較して、これら情報が一致する定型文を取得する。ここで「
一致する」とは完全一致となる場合に限られず、実質的に一致（同一）となる場合も含む
。
【０１０９】
　また、定型文選定部１３ａは、さらに定型文を貼り付ける医用画像上の位置を出力する
こともできる。以下に、定型文を貼り付ける医用画像上の位置を特定する具体例を示す。
定型文選定部１３ａは、定型文を選択して出力するとともに、この定型文における置換可
能部の有無を示す情報（置換可能部有無情報）、置換可能部の定型文における位置を示す
情報（置換可能部位置情報）、この定型文が医用画像上に貼付される位置情報（貼付け位
置情報）なども出力する。これら情報は、定型文情報に付帯する情報又は解析履歴情報（
に付帯する情報）などから特定され、レポート作成部１４に出力される。
【０１１０】
［読影レポート作成支援装置の動作］
　次に、図１３～図１５を参照し、読影レポート作成支援装置の動作について説明する。
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図１３は、読影レポート作成支援装置１０を用いて、読影レポートを作成する処理の流れ
を示したフローチャートである。
【０１１１】
　図１３に示すように、読影レポート作成支援装置１０は、表示部１６の表示画面に表示
された医用画像の読影履歴情報に基づいて定型文を選定する。それ以外の処理は図３に示
したフローチャートと同様の処理を行う。
【０１１２】
　まず、図３に示したフローチャートのステップＳ００１～Ｓ００２と同様にして取得さ
れた医用画像を表示画面に表示させ、この医用画像の計測を行う（ステップＳ０２１～Ｓ
０２２）。次に、表示された医用画像の読影履歴情報に基づいて定型文を選定する（ステ
ップＳ０２３）。次に、置換部１４ｃは、ステップＳ０２３において選定された定型文の
置換可能部を、ステップＳ０２２において取得された計測結果に基づき置換する。レポー
ト作成部１４は、この定型文を表示画面に表示された医用画像上に貼付する（ステップＳ
０２４）。これ以降の処理は、図３に示したフローチャートのステップＳ００５～Ｓ００
６で説明した処理と同様にして行うことができる（ステップＳ０２５～ステップＳ０２６
）。
【０１１３】
　次に、履歴情報に基づく定型文の検索から、完成後の定型文の医用画像上への表示まで
の処理の流れについて詳しく説明する。
【０１１４】
　図１４は、読影レポート作成支援装置１０によって、読影レポートを作成する処理の流
れの一例を示したフローチャートである。図１４に示すように、このフローチャートは、
図１３に示したフローチャートのステップＳ０２３からステップＳ０２４の間における処
理の詳細を示している。
【０１１５】
　まず、図１３に示したフローチャートのステップＳ０２１～Ｓ０２２の処理を行う（ス
テップＳ０２１～Ｓ０２２）。
【０１１６】
　次に、定型文特定部１３は履歴情報記憶部１１ｆに記憶されている履歴情報の中に、読
影中の医用画像と一致する医用画像があるか否か判定する（ステップＳ０２３Ａ）。この
判定は、例えば、医用画像に付帯された撮影情報などに基づいて行われる。医用画像と一
致する画像がない場合、図３に示したステップＳ００３～Ｓ００６の処理である処理Ｓを
行う（ステップＳ０２３Ａ：ＮＯ、ステップＳ０２７）。一方、医用画像と一致する画像
がある場合には、解析履歴取得部１２ｃは、履歴情報記憶部１１ｆに記憶された履歴情報
から、読み出された画像に対応する解析履歴情報を取得する（ステップＳ０２３Ａ：ＹＥ
Ｓ、ステップＳ０２３Ｂ）。なお、「医用画像が一致する」とは、患者、モダリティ、撮
影部位等が実質的に一致（比較可能な程度に一致）することをいい、必ずしも撮影時点が
一致することを示すものではない（以下同様）。
【０１１７】
　次に、定型文特定部１３は、取得された解析履歴情報の中に、読影中の医用画像の解析
情報（計測情報）と一致する情報があるか否か判定する（ステップＳ０２３Ｃ）。解析履
歴と一致する情報がある場合、履歴情報から該当する定型文を特定する（ステップＳ０２
３Ｃ：ＹＥＳ、ステップＳ０２３Ｄ）。一方、一致する情報がない場合、上記処理Ｓを行
う（ステップＳ０２３Ｃ：ＮＯ、ステップＳ０２７）。また、ステップＳ０２３Ｃの処理
における判定処理の前に、定型文特定部１３において、撮影情報、解析種別（計測種別）
などから定型文を絞り込んでおくことが好ましい。
【０１１８】
　解析履歴は、例えば、解析履歴取得部１２ｃで取得される。定型文選択履歴は、例えば
、定型文選択履歴取得部１３ｂで取得される。また、解析履歴は、解析履歴取得部１２ｃ
と定型文選択履歴取得部１３ｂとが一体に構成された履歴取得部において取得されてもよ
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い。この履歴取得部には、例えば、使用定型文情報テーブルが記憶される。
【０１１９】
　図１５は、使用定型文情報テーブル６００の一例を示した表である。使用定型文情報テ
ーブル６００は、医用画像の撮影情報と、この医用画像に対する過去の読影における解析
種別（計測種別）、過去に使用された定型文情報を含む履歴情報とから構成されている。
図１５に示すように、この表には、定型文情報として定型文ＩＤ及び置換可能位置（穴埋
め位置）が示されている。また、この表には、撮影情報としてモダリティ及び撮影部位が
示されている。また、この表には、解析種別として計測種別、計測位置が示されている。
使用定型文情報テーブル６００では、定型文情報と、対応する履歴情報とが１行に表示さ
れ、これが定型文ごとに列方向に配列されている。行方向、列方向の表示は、必要に応じ
て適宜順番を変えることができる。
【０１２０】
　使用定型文情報テーブル６００を用いた定型文の選定の一例を示す。表示画面には読影
をするための医用画像が表示されている。この医用画像には、図４に示されるようなＭＲ
Ｉで撮影された人間の頭部の横断面像が含まれている。次に、操作者は、この医用画像に
含まれる脳室の像の大きさを、医用画像上の位置［４０，９０］で計測し、この計測の情
報を定型文特定部１３に出力する。定型文特定部１３は、読影中の医用画像のモダリティ
の情報、撮影部位の情報及び計測種別の情報を取得し、使用定型文情報テーブル６００ま
たは定型文情報テーブル５００等に基づいて定型文を特定する。読影中の医用画像のモダ
リティはＭＲ、撮影部位は脳、計測種別は距離であるので、定型文特定部１３は定型文Ｉ
Ｄ１０３４及び定型文ＩＤ１０３５を特定する。
【０１２１】
　定型文特定部１３は、計測部１８からの計測の情報を受けて、その計測が行われた医用
画像上の位置［４０，９０］に基づいて定型文を選定する。定型文特定部１３は、特定さ
れた定型文ＩＤ１０３４及び定型文ＩＤ１０３５から、計測位置［４０，９０］に対応す
る定型文ＩＤ１０３５を特定する。このようにして、定型文ＩＤ１０３５に対応する定型
文を、この医用画像の読影に対応する定型文として選定する。
【０１２２】
　これ以降の処理は、図１０に示したフローチャートのステップＳ００３Ｃ～Ｓ００３Ｆ
及びステップＳ００４と同様にして処理を行う（ステップＳ０２３Ｅ～ステップＳ０２３
Ｈ、ステップＳ０２４）。さらに、図１３に示したフローチャートのステップＳ００２５
～Ｓ００２６の処理を行う。
【０１２３】
［読影レポート作成支援装置の作用、効果］
　この実施形態の読影レポート作成支援装置１０は、定型文特定部１３に定型文選択履歴
取得部１３ｂを新たに設け、解析部１２に解析履歴取得部１２ｃに設けたこと以外は、第
１の実施形態の読影レポート作成支援装置１０と同様な構成を有する。そのため、第１の
実施形態と同様な作用効果を奏することができる。さらに、定型文選択履歴取得部１３ｂ
は、医用画像の履歴情報に基づいて定型文を自動で選定することができる。そのため、読
影レポートに対応する定型文を、読影者による選定操作なしに自動で特定することができ
る。そのため、読影者がこの計測結果等について所見文を選定する手間を省くことができ
る。
【０１２４】
＜第３の実施形態＞
［読影レポート作成支援装置］
　この実施形態による読影レポート作成支援装置１０について図面を参照して説明する。
【０１２５】
〔全体構成〕
　この実施形態の読影レポート作成支援装置１０を少なくとも含む画像診断システム１は
、第１の実施形態と同様に構成することができる。
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【０１２６】
〔読影レポート作成支援装置の機能的構成〕
　図１６は、この実施形態による読影レポート作成支援装置１０の機能的構成の一例を示
すブロック図である。
【０１２７】
　図１６に示すように、この実施形態の読影レポート作成支援装置１０において、定型文
特定部１３は解析結果比較部１３ｃを含んで構成されている。この実施形態の読影レポー
ト作成支援装置１０の上記以外の構成は第１又は第２の実施形態と同様である。
【０１２８】
　解析結果比較部１３ｃは、読影する医用画像において過去に解析が行われた場合、その
解析結果と、現在（読影）の解析結果とを比較する。解析結果比較部１３ｃは、この比較
結果を定型文選定部１３ａに出力する。定型文選定部１３ａは、この比較結果に基づいて
定型文を選定する。この解析結果は、医用画像に対する計測結果を含む。
【０１２９】
　解析結果比較部１３ｃは、医用画像に対する過去の解析結果の中に、現在（読影）の解
析結果と比較可能な程度に一致（実質的に一致）する情報があるか否かを判定する。解析
結果比較部１３ｃは、解析結果出力部１２ａから受けた読影中の医用画像の解析結果を取
得する。解析結果比較部１３ｃは、さらに、解析履歴取得部１２ｃを介して履歴情報記憶
部１１ｆから、この医用画像の過去の解析結果を取得する。解析結果比較部１３ｃは、取
得された読影中の医用画像の解析結果と、過去の解析結果とを比較して、比較が可能な程
度に一致（実質的一致）するものがあるか否かを判定する。実質的一致とは、例えば、モ
ダリティ、撮影部位、解析種別、解析位置（計測位置）等が一致することを示す。この判
定において、実質的に一致する情報がある場合には、解析結果比較部１３ｃは、例えば、
現在の解析の１つ前に行われた解析の結果を取得する。解析結果比較部１３ｃは、取得さ
れた２つの解析結果を比較して、比較結果を生成し、その比較結果を定型文選定部１３ａ
に出力する。定型文選定部１３ａは、この比較結果に基づいて定型文を選定する。
【０１３０】
　例えば、読影中の医用画像に対する解析の種別が「距離」の計測である場合、解析結果
比較部１３ｃは、この医用画像に対して過去に「距離」の計測がされていたか否かを判定
する。解析結果比較部１３ｃにおいて、医用画像に対して過去に「同様な位置」で「距離
」の計測がされていたと判定されると、解析結果比較部１３ｃは、現在行っている読影の
一つ前に行われた読影における「同様な位置」における「距離」の計測結果を取得する。
「同様な位置」とは、例えば、計測範囲において予め設定された基準の位置（座標）であ
る。この基準の位置の具体例として、計測範囲の中心又は端部が挙げられる。解析結果比
較部１３ｃは、取得された２つの計測結果を比較する。解析結果比較部１３ｃは、２つの
計測結果を比較した比較結果を生成し定型文選定部１３ａに出力する。具体例として、医
用画像の読影において腫瘍の大きさを計測する場合には、解析結果比較部１３ｃが、取得
された２つの計測結果を比較した比較結果である「腫瘍が経時的に大きくなっている」と
いう情報を定型文選定部１３ａに出力する。定型文選定部１３ａは、この比較結果を受け
て、例えば、「経過不良」に相当する定型文を選定する。この「経過不良」に相当する定
型文としては、例えば、「経過不良」という文字が含まれた定型文が挙げられる。
【０１３１】
［読影レポート作成支援装置の動作］
　次に、図１７～図１９を参照し、読影レポート作成支援装置の動作について説明する。
図１７は、読影レポート作成支援装置１０を用いて、読影レポートを作成する処理の流れ
を示したフローチャートである。
【０１３２】
　図１７に示すように、読影レポート作成支援装置１０は、読影中の医用画像における、
現在の解析結果と過去の解析結果とを比較し、その比較結果に基づいて定型文を特定する
。それ以外の処理は図３又は図１３に示したフローチャートと同様の処理を行う。
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【０１３３】
　まず、図３に示したフローチャートのステップＳ００１～Ｓ００２と同様にして、取得
された医用画像を表示画面に表示させ、この医用画像の計測を行う（ステップＳ０４１～
Ｓ０４２）。次に、表示画面に表示された医用画像に対する過去の解析結果に基づいて定
型文を選定する（ステップＳ０４３）。次に、置換部１４ｃは、ステップＳ０４３におい
て選定された定型文の置換可能部を、ステップＳ０４２において取得された計測結果に基
づき置換する。レポート作成部１４は、この完成された定型文を、表示画面に表示された
医用画像上に貼付する（ステップＳ０４４）。これ以降の処理は、図３に示したフローチ
ャートのステップＳ００５～Ｓ００６で説明した処理と同様にして行うことができる（ス
テップＳ０４５～Ｓ０４６）。
【０１３４】
　次に、履歴情報に基づく定型文の検索から、完成後の定型文の医用画像上への表示まで
の処理の流れについて詳しく説明する。
【０１３５】
　図１８は、読影レポート作成支援装置１０を用いて、読影レポートを作成する処理の流
れの一例を示したフローチャートである。図１８に示すように、このフローチャートは、
図１７に示したフローチャートのステップＳ０４３からステップＳ０４４の間における処
理の詳細を示している。
【０１３６】
　まず、図１７に示したステップＳ０４０～Ｓ０４２までの処理を行う。その後、定型文
特定部１３は、履歴情報記憶部１１ｆに記憶されている履歴情報の中に、読影中の医用画
像と一致する医用画像があるか否かを判定する（ステップＳ０４３Ａ）。この判定は、例
えば、画像に付帯する情報、撮影情報などに基づいて行われる。ステップＳ０４３Ａの判
定処理において、読影中の医用画像と一致する画像がない場合には、図３に示したステッ
プＳ００３～Ｓ００６の処理である処理Ｓを行う（ステップＳ０４３Ａ：ＮＯ、ステップ
Ｓ０４７）。一方、医用画像と一致する画像がある場合には、解析履歴取得部１２ｃは、
履歴情報記憶部１１ｆから読み出された画像に対応する解析履歴情報を取得する（ステッ
プＳ０４３Ａ：ＹＥＳ、ステップＳ０４３Ｂ）。
【０１３７】
　次に、解析結果比較部１３ｃは、取得された解析履歴と、読影中の医用画像の解析情報
（計測情報）とを比較して比較結果を生成する（ステップＳ０４３Ｃ）。一例として、解
析結果比較部１３ｃは、解析情報の解析種別（計測種別）と、解析履歴の解析種別（計測
種別）とを比較する。例えば、解析結果比較部１３ｃは、解析種別が距離である場合、距
離の大小を比較して一致するか否かを判定し、比較結果を生成する。
【０１３８】
　この場合における「取得された解析履歴」とは、例えば、前回の読影においてされた解
析情報である。前回の解析履歴における解析種別と、今回の解析履歴における解析種別の
一致については、完全一致する必要はなく、実質的に一致（同一）していればよい。次に
、解析結果比較部１３ｃは、比較結果を定型文選定部１３ａに出力する（ステップＳ０４
３Ｄ）。また、ステップＳ０４３Ａの処理における判定処理の前に、定型文特定部１３に
おいて、撮影情報、解析種別（計測種別）などから定型文を絞り込んでおくことが好まし
い。定型文選定部１３ａは、解析結果比較部１３ｃから受けた比較結果に基づいて定型文
を選定する（ステップＳ０４３Ｅ）。
【０１３９】
　これ以降の処理は、図１０に示したフローチャートのステップＳ００３Ｃ～Ｓ００３Ｆ
及びステップＳ００４と同様にして処理を行う（ステップＳ０４３Ｆ～ステップＳ０４３
Ｉ、ステップＳ０４４）。さらに、図１７に示したフローチャートのステップＳ００４５
～Ｓ００４６の処理を行う。
【０１４０】
　この実施形態の読影レポート作成支援装置の動作を、図１１に示した定型文情報テーブ
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ル５００を用いた実施例を用いて説明する。
【０１４１】
　読影者は、ＭＲＩで撮影された脳画像を読影し、脳室の像における所定の範囲を設定す
る。計測部１８は、その所定の範囲について計測する。解析結果出力部１２ａは、その計
測結果と解析種別を含む解析情報と、医用画像の撮影情報とを定型文選定部１３ａに出力
する。定型文選定部１３ａは、定型文情報テーブル５００に基づいて、モダリティがＭＲ
であり、撮影部位が脳である、定型文ＩＤ１２３４、定型文ＩＤ１２３５及び定型文ＩＤ
１２０１を特定する。
【０１４２】
　定型文選定部１３ａは、さらに、定型文情報テーブル５００に基づいて、特定された定
型文から、計測種別が距離である定型文ＩＤ１２３４、定型文ＩＤ１２３５を選定する。
計測部１８は、脳室の大きさの計測結果を解析結果比較部１３ｃに出力する。計測部１８
は、さらに、脳室の大きさが計測された位置を示す位置情報を解析結果比較部１３ｃに出
力する。
【０１４３】
　解析結果比較部１３ｃは、例えば、計測情報（計測種別、計測態様及び計測結果）を受
けて、計測種別及び計測態様が一致する計測履歴を取得する。取得された計測履歴には、
前回の読影における脳室の大きさの計測結果の情報が含まれている。解析結果比較部１３
ｃは、計測情報に含まれる計測結果の値と、計測履歴に含まれる計測結果の値とを比較す
る。例えば、計測履歴に含まれる計測結果（前回の読影結果）において、脳室の大きさは
「１０ｃｍ×１２ｃｍ」であったものとする。また、計測情報に含まれる計測結果（今回
の読影結果）において、脳室の大きさは「１２ｃｍ×１３ｃｍ」であったものとする。こ
の場合、解析結果比較部１３ｃは、「脳室が拡大傾向にある」という判定結果を生成し、
定型文選定部１３ａに出力する。
【０１４４】
　定型文選定部１３ａは、解析結果比較部１３ｃから受けた比較結果に基づいて脳室が拡
大傾向であることを示した定型文ＩＤ１２３５を選定する。
【０１４５】
　これ以降の処理は、図１０に示したフローチャートのステップＳ００３Ｃ～ステップＳ
００４Ｂと同様にして処理を行い、さらに、図１７に示したフローチャートのステップＳ
００４５～Ｓ００４６の処理を行う。
【０１４６】
［読影レポート作成支援装置の作用、効果］
　この実施形態の読影レポート作成支援装置１０は、定型文特定部１３に解析結果比較部
１３ｃを新たに設けたこと以外は、第１又は第２の実施形態の読影レポート作成支援装置
１０と同様な構成を有する。そのため、第１及び第２の実施形態と同様な作用効果を奏す
ることができる。さらに、解析結果比較部１３ｃは、読影時の解析情報と、過去の読影に
おける解析情報との比較結果に基づいて定型文を自動で選定することができる。定型文選
択履歴取得部１３ｂが、医用画像の履歴情報に基づいて定型文を自動で選定するので、読
影レポートに対応する定型文を、読影者による選定操作なしに自動で特定することができ
る。そのため、読影者がこの計測結果等について所見文を選定する手間を省くことができ
る。
【０１４７】
　上記各実施形態の読影レポート作成支援装置は、類似する特定情報の一覧を予め定めて
おき、特定情報が類似するとき、それに対する重み付けを付与するようにしてもよい。
【０１４８】
　また、上記各実施形態では、解析対象として「脳室」を例としたが、この例に限定され
るものではなく、例えば、「脊椎」を解析対象とすることもできる。図１９は、側わん症
が発症された脊椎を示す図である。図１９に示すように、脊椎８００は、第１終椎８１０
と、第２終椎８２０と、頂椎８３０とを有し、腰椎８５０と繋がっている。ここで、腰椎
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８５０と、第１終椎８１０とがなす角を角度αとする。また、第１終椎８１０と、第２終
椎８２０とがなす角を角度βとする。角度βは頂椎８３０における湾曲角の補角である。
側わん症が発症された脊椎８００において、角度α、βの測定角度が所定の角度以上であ
る場合に治療が必要となる。所定の角度は、例えば、２５°～３０°である。読影レポー
ト作成支援装置は、この所定の角度に基づいて定型文を選定する。
【０１４９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これら実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１５０】
　１０　　読影レポート作成支援装置
　１１　　記憶部
　１２　　解析部
　１３　　定型文特定部
　１４　　レポート作成部
　１５　　制御部
　３５０　定型文リスト
　５００　定型文情報テーブル
　６００　使用定型文情報テーブル

【図１】 【図２】
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